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札幌市介護保険条例の一部を改正する条例 

札幌市介護保険条例（平成１２年条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年

度」に改め、同項第１号中「３４，６３５円」を「３１，５１８円」に改め、

同項第２号中「４５，０２６円」を「４３，９８６円」に改め、同項第３号中

「５１，９５３円」を「４７，７９６円」に改め、同項第６号ア中「当該合計

所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれてい

る場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、

同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１

号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該

額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、」を削り、「１２５万円」

を「１３５万円」に改め、同項第７号ア中「２００万円」を「２１０万円」に

改め、同項第８号ア中「３５０万円」を「３６０万円」に改め、同項第９号ア

中「５００万円」を「５１０万円」に改め、同項第１０号ア中「６００万円」

を「６１０万円」に改め、同項第１１号ア中「７００万円」を「７１０万円」

に改め、同項第１２号ア中「８００万円」を「８１０万円」に改め、同条第２

項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「２０，

７８１円」を「１９，７４２円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和

５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「３４，６３５円」を「３３，５

９６円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度

から令和８年度」に、「４８，４８９円」を「４７，４５０円」に改める。 



附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用

し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

 （理 由） 

 令和６年度から令和８年度までにおける介護保険料を定めるほか、保険料率

の段階の判定に用いる所得の額の算定方法等を改めるため、本案を提出する。 


